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滞納処分の執行停止についての神田さんからの返事 （2023 年８月 15 日） 
 

 

「執行停止」の件ですが、厚生労働省が主管課長会議で配布している資料では、減免

や徴収猶予はありますが、徴収担当職員からすると、国民健康保険は随時滞納保険料が

発生し累積滞納となり、生活状況が改善されないかぎり滞納は解消しないことから、減

免や徴収猶予をやっても債権回収はできないと考えています。 

そうした点では、財産（資産）がないことをもってできる「執行停止」となります。

減免や徴収猶予は法令上では「執行停止」の前提条件とはなっていません。（そうしたマ

ニュアルをもつ市町村はあるかもしれませんが。） 

従って、ストレートに「執行停止」＝「不納欠損処分」＝「滞納債権放棄」でよいか

と思います。 
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